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平成２１年教育委員会第７回定例会会議録 
 

 開会日時  平成２１年７月９日       午前１０時００分 

 閉会日時    同    上        午前１１時５０分 

 

 場  所  教育委員会室 

 

 出席委員  委員長  松 本   實 

       同職務代理   遠 藤   勝 男 

       委 員  佐 藤   昭 

       委 員  面 田   博  子 

       委 員  秋 本  則 子 

       教育長  山  崎  喜 久雄 

 

 議場出席委員 

・教 育 次 長    内山 利之 

・庶 務 課 長    深井 祐子 

・施 設 課 長    齋藤  登 

・指 導 室 長    平沢 安正 

・地域教育課長    新井 洋之 

・生涯スポーツ課長    尾形 保男 

 

・教育振興担当部長    吉田 義仁 

・教育計画推進担当課長    木佐森 茂 

・学 務 課 長    土肥 直人 

・統括指導主事    江田 真朗 

・生涯学習課長    宮地 智弘 

・ 飾 図書館長    高木 利成 

 

 書  記 

・企画係長 平井 大介 

 

開会宣言  委員長 松本 實 午前１０時００分 開会を宣する。 

 

署名委員  委 員 松 本  實 委 員 遠 藤  勝 男 委 員  山 崎 喜 久 雄 

      以上の委員３名を指定する。 

 

 

議事日程  別紙のとおり 
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開会時刻１０時００分 

○委員長 ただいまから、平成21年教育委員会第７回定例会を開会いたします。 

 議事に入る前に、お諮りしたいことがございます。 

 まず、本日、８名の傍聴の申し出がありました。許可したいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 それでは、傍聴を許可することといたします。では、傍聴人の入室を許可しますの

で、事務局の方は傍聴人を呼んでください。 

（傍聴人入室） 

○委員長 委員長から傍聴人の方に申し上げます。 

  飾区教育委員会傍聴規則等の規定により、傍聴人は次の事項を守ってください。 

 １、傍聴人は、委員会の中では発言できません。 

 ２、傍聴人は、静粛を旨とし、委員の言論に対して拍手など賛否をあらわすようなことはお

やめください。 

 ３、傍聴人は、写真撮影、録画、録音等を行わないでください。 

 なお、携帯電話の電源はお切りください。 

 ４、傍聴人は、その他、会議の妨げとなるような行為はしないでください。 

 なお、傍聴人にこれらの規則等に違反する行為があった場合は退席していただくこともあり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議事日程に入ります。 

 本日は、請願・陳情・議案はございません。 

 続いて、報告事項等に入ります。 

 報告事項等１「平成20年度 飾区立校外学園実績報告について」をご報告願います。 

 施設課長。 

○施設課長 それでは、「平成20年度 飾区立校外学園実績報告について」をご説明いたします。 

 ご案内のとおり、日光林間学園及びあだたら高原学園の管理運営につきましては、平成19年

11月から指定管理者制度を導入しているところでございます。平成20年度の各学園の利用実績

等をご説明いたします。 

 まず、「１ 宿泊可能日数」でございます。日光林間学園におきまして、平成20年度は319日、

前年度に比較しまして45日増えております。あだたら高原学園につきましては、平成20年度354

日、平成19年度に比較して77日増えました。これは19年度の10月までは直営でございましたの

で、その間はお休みが多かったということで増えているものでございます。 

 「２ 宿泊利用件数」でございます。平成20年度、一般の利用が221件でございました。19
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年度に比較して48件増えております。移動教室・公用につきましては66件で、２件の増です。

合計で50件の増となっております。 

 次に、あだたら高原学園の平成20年度の一般利用件数ですけれども、133件となっております。

そして、移動教室・公用は33件。一般が46件増、移動教室・公用は増減なしということで、あ

だたらにつきましては合計46件の増となっております。これにつきましては、宿泊日数が増え

たことですとか、指定管理者の努力とＰＲ効果といったことによって増えたものと思います。 

 次に、「３ 宿泊利用人数」でございます。これは延べ人数です。 

 １番目に、日光林間学園でございます。平成20年度の一般利用客は4,147名、19年度に比較し

て991名増えております。そして、移動教室・公用の利用が平成20年度9,487名、前年度に比較

して393名増えております。合計で1,384名の増となっております。 

 次に、あだたら高原学園でございます。平成20年度の一般利用客は2,037人、移動教室・公用

による利用が7,010人となっております。移動教室・公用につきましては、前年度に比較して

2,161名減となっておりますけれども、これはあだたらの移動教室が平成20年度より３泊４日か

ら２泊３日に変更になったためでございます。あだたらに関しましては、トータルで1,716人の

減となっております。 

 次の２ページをごらんください。（３）として両学園の合計が記載されております。合計とし

て332名の減となっております。これは、あだたらが３泊４日から２泊３日に変更になったため

でございます。 

 ４「施設利用料金収入実績」でございます。日光林間学園の収入額が973万8,200円となって

おります。あだたら高原学園につきましては、270万9,430円、合計で1,244万7,630円の収入と

なっております。この収入額から、当初見込まれていた847万6,000円を差し引き、その２分の

１が区に還元されましたので、198万5,815円が区に還元されたことになります。 

 ５「修繕実績」でございます。まず、（２）の「貸付修繕料の清算」というところをごらんく

ださい。日光林間学園におきましては、当初、377万8,000円の修繕料を貸し付けてございます。

それに対して、支出が377万7,357円、したがいまして、返戻額として643円となっております。

あだたら高原学園につきましては、貸付額が576万7,000円、それに対して支出額が575万7,405

円となっております。したがいまして、返戻額が9,595円となっております。合計で１万238円

が区に返戻されました。 

 この内容でございますけれども、（１）にお戻りいただきまして、日光林間学園につきまして

は43件の修繕を行いました。主なものとしましては、正面玄関の壁面補修、厨房機器の修繕、

体育館の照明器具のカバーの取り付け。あだたら高原学園につきましては37件の修繕を行いま

した。主なものといたしましては、各室の網戸の修繕、厨房機器の修繕、浴室床タイルの張り

かえ、畳の取りかえ等でございます。また、（３）にございますが、貸付額とは別に、日光林間
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学園におきましては、トイレの流れが悪くなりましたので、ちょっと規模の大きな修繕を行い

ました。内容といたしましては、便器を12個、ロータンク式に替えたものでございます。 

 次に、３ページ、６番をごらんください。「指定管理者自主事業実績」でございます。実績の

内容といたしましては、まず、あだたらにつきましては、10月に「あだたら高原の紅葉と菊人

形展ツアー」というものを実施いたしました。また、３月には「あだたら春スキーと温泉ツア

ー」を実施いたしました。日光につきましては、11月に「日光世界遺産と紅葉散策ツアー」、そ

して２月に「日光スノーシューとそば打ち体験ツアー」を行いました。また、年越しイベント

として、年越しそばの提供ですとか、おもちつき等を行いました。ただ、参加人数が当初の見

込みより少なく、これによる収入は生じなかったために、区への還元はございませんでした。

今後は、利用者が魅力を感じるイベントの開催ですとか、こういったことを指定管理者と一緒

に協議、または指導しながら、少しでも魅力のあるイベント、利用者の多いイベントを組んで

いきたいと思っています。 

 ７「モニタリングの実施」でございます。「（１）モニタリング会議の開催」とあります。こ

れにつきましては、管理運営業務改善のために、四半期ごとに教育委員会と指定管理者による

モニタリングを実施しているものでございます。具体的な改善策といたしましては、利用受付

開始日を２カ月前から３カ月前といたしました。これにより受付期間の拡大ができました。こ

の結果、大型連休や年末年始の計画が早くから立てられるようになりました。 

 （２）「指定管理者によるセルフモニタリングの実施」でございます。指定管理者がみずから

の業務を点検し、不十分な点を改善していくことを目的として、四半期ごとにセルフモニタリ

ングシートを使用した自己評価を実施いたしました。この結果、指定管理者が管理する学園の

ホームページのリニューアルですとか、ミーティングや会議が充実され、各業務部門において

さらに情報の共有化が向上いたしました。 

 （３）「利用者満足度調査の実施」でございます。小学校、中学校、それと一般利用者を対象

に、「学園の利用に関するアンケート」を実施いたしました。この結果、設備の充実や食事内容

の改善が行われ、利用者の声を反映することができました。 

 ８「まとめ」といたしまして、あだたら高原学園の移動教室の期間短縮があったため、全体

利用者数は減少しているものの、一般利用者数は前年度に比べ着実な伸びを示しております。

これに伴い、利用料金、収入の区への還元額も、両学園を合わせて200万円近い額を歳入するこ

とができました。また、利用者のアンケート結果により、両学園の管理運営につきましてはお

おむね良好な評価を受けていると言えます。 

 このアンケート調査ですけれども、その結果が次の４ページ、５ページにまとめてあります

ので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 ６ページをあけてください。「 飾区立日光林間学園平成20年度決算書」でございます。まず、
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管理運営業務でございます。収入です。区委託料が年度当初6,072万5,120円というふうな内容

で契約されております。したがいまして、これによる収入はそのままの金額となっております。

施設利用料は当初623万8,000円を見込んでいたものが、973万8,200円の利用料がありましたの

で、350万200円の収入となっております。このうちの２分の１が区に還元されるという契約内

容になっておりますので、175万100円が区への還元額としてマイナス表示になっております。

収入合計でございます。6,871万3,220円となっております。 

 これに対して、管理運営業務の支出でございます。人件費が3,532万6,603円、そして、管理

運営費が3,517万2,743円、トータルで支出合計が7,049万9,346円となりまして、収入と支出の

損益でございますけれども、178万6,126円のマイナスとなっております。 

 次に、食事賄い業務です。児童食と一般食の合計の収入額が20年度2,176万7,930円でござい

ました。これに対して支出合計は2,175万2,779円ということで、１万5,151円のプラスとなって

おります。食事賄い業務につきましては、すべて使い切るという契約内容になっておりますけ

れども、１万5,151円のプラスに対しましては許容の範囲というふうにとらえております。 

 次に、自主事業業務でございます。収入は、当初272万円規模のイベント等を予定していまし

たが、先ほどもご説明いたしましたように、参加人数が思いのほか伸びませんでしたために、

収入が18万8,950円、それに対して支出が28万5,447円ということで、９万6,497円のマイナスと

なりました。日光につきましては、このようなことから、合計で186万7,472円のマイナスとな

りました。 

 次に、７ページをごらんください。「 飾区立あだたら高原学園平成20年度決算書」でござい

ます。管理運営業務でございます。収入は、区委託料が5,567万520円でございます。施設利用

料が当初223万8,000円の見込みだったものが、270万943円の収入がありましたので、47万1,430

円の利益となっております。この半分の50％が区に還元されたために、収入合計といたしまし

ては5,814万4,235円となっております。 

 一方、支出でございます。人件費が3,043万3,995円、管理運営費が2,569万9,985円、トータ

ルで5,613万3,980円ということで、あだたらにつきましては200万円余りのプラスとなっており

ます。食事賄い業務はマイナス78円です。自主事業業務といたしましては、こちらにつきまし

ても、21万9,430円のマイナスとなっております。あだたらにつきましては、総計で179万754

円のプラスとなっております。 

 日光、あだたらの合計でございますけれども、トータルで７万6,718円のマイナスとなりまし

た。これにつきましては、現在の指定管理者は今後努力して、またレベルの高い、指定管理者

としても利益の上がることを今年度やっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長 ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いします。 
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 遠藤委員。 

○遠藤委員 平成19年11月から指定管理者制度を導入しまして、その成果が、今ご説明があり

ましたように、一般客の増加、あるいは全体の収入の面におきましても大変大きな成果を上げ

られているのではないかと思います。そういう意味におきましては、指定管理者制度を導入し

たことはよかったのではないかと思います。 

 モニタリングの中で、これは大変難しいと思いますけれども、「食事の味つけの改善が必要」

というのが相当数出ているのです。これは、いろいろなお客さんがいるので、味つけがだれで

も合うというわけにはいかないと思いますが、このことにつきましては改善が必要だというこ

とについては何か考えていらっしゃいますか。 

○委員長 施設課長。 

○施設課長 食事の味つけですけれども、濃い、薄いなど主観的なものがございますので、こ

れについてはなるべく満足の得られるような味つけをしようということでやっていますけれど

も、個人差があります。それと、「冷めてしまっておいしくない」というご意見がありましたの

で、これについては、冷めないような保温器を置くなど、指定管理者の努力でやってきました。 

 以上です。 

○委員長 ほかにございませんか。 

 面田委員。 

○面田委員 昨年、このあだたら高原の施設を視察させていただいたのを思い出しました。と

ても清潔で、そしてお掃除も行き届いていましたし、大変気持ちのいい施設だったなというふ

うに今思い出しているところです。それで、19年、20年と、利用日数、利用者数も増えている

ということは、そういうことも関係しているのかなと。それと同時に、このモニタリングが非

常に効果を上げているのかなという思いです。そしてまた、それが四半期ごとにあるというこ

とで、非常に早く対応できるというか、課題を早く見つけることができるというか、あるいは

生きて動いているというか、そんなふうに思いまして、このモニタリングの成果を私は非常に

評価したいと思いました。 

 一番後ろのほうの決算書を見ますと、利用者がどんどん増えていまして、これもさらにまた

改善をされていくことだなと思いますので、指定管理者さんにまた頑張っていただいて進めて

いただければと思いました。ありがとうございます。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 それでは、次に移ります。 

 報告事項等２「給食費の未納状況について」をご報告願います。 
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 学務課長。 

○学務課長 それでは、給食費の未納状況につきましてご報告させていただきます。 

 一番下の欄、20年度の欄をごらんください。 

 まず、小学校でございます。小学校の未納額の合計でございますが、243万1,144円で、未納

率が0.26％、昨年度と比較いたしますと0.07ポイントの増となっております。 

 次に、中学校でございますが、未納額の計が232万9,490円で、未納率が0.48％、昨年度と比

較いたしますと0.02ポイントの増となっております。合計でございますけれども、未納額の合

計が476万634円で、未納率が0.34ポイント。小学校の増が影響いたしまして、未納率が0.06ポ

イントの増となっている状況でございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。次のページは小学校、裏面が中学校の学校別

の未納状況の一覧となっておりますので、後ほどごらんおきいただければと思います。 

 なお、今般、給食費の滞納につきましては、支払い能力があるにもかかわらず滞納している

方への対応というのが課題になっているところでございます。そこで、今年に入りまして、23

区の学務課長会のほうで検討会を組織いたしまして、法的措置を含めた学校向けの滞納整理マ

ニュアルの作成に向けた検討に着手したところでございます。今年度中の作成を予定してござ

いますので、あわせて情報提供させていただきます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまの説明に対して、質問等がございましたらお願いします。ありませんか。 

 面田委員。 

○面田委員 去年あたりは、この件に関しては世間一般も非常に注目をして話題にしたような

記憶があるのですけれども、ここへ来て、この件に関しては情報も少なくなってきているのだ

けれども、実際問題あるのだなと。でも、子どもには罪はないわけです。ですから、そこら辺

のところを配慮しながら、先ほど支払い能力のある人に関してのマニュアルをお作りになると

いうことで、それは私も大事なことだと思いますが、ぜひ子どものそういう気持ちとか、そこ

ら辺も配慮したものであってほしいなと思いました。 

 それからもう一つは、やはり現場の最前線が粘り強く、あきらめないで、その学校に集まっ

たお金でその学校の給食をしているわけで、お金が集まらなかった分は子どもたち全体の給食

の質が落ちるわけですから、督促等で粘り強く話をしてもらって、保護者に働きかけていただ

いてやっていくしかないのかなという思いです。 

 一つ聞きたいのは、私も現場におりましたときに一生懸命粘り強くやるのだけれども、小学

校を卒業しますよね。そうして中学へ行ってしまうと、何となくそこのところがうやむやにな

ったことが記憶にあって、集めるのはもう無理ねというふうに学校もあきらめたことを思い出

したのですけれども、やはりそういうようなことがあるのですかね。もしおわかりでしたら。 
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○委員長 学務課長。 

○学務課長 まず、冒頭の、子どもへの配慮、ご指摘はごもっともだと思っております。当然、

そうしたことにならないように、適切に保護者のほうへ働きかけをするというのがまず第一か

と存じていますので、その点は十分配慮いたしまして、進めさせていただきたいと思っており

ます。 

 小学校から中学校、あるいは中学校を卒業してしまったというケースでございますけれども、

現実にはなかなかつかまらないという状況も見受けられるようでございます。とはいっても、

割と、小学校で滞納する方は中学校でも滞納するのですね。やはりどこかで根絶しなければな

らないだろうと。その趣旨は、それぞれの保護者の方に十分ご理解いただいて、まずは額をた

めないようにする。まず、その月を払っていただくということから着実に始めていかなければ

なかなか解決しない問題だと思っておりますので、その点も含めまして、校長会ですとか副校

長会のほうでも周知を図ってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○面田委員 よろしくお願いいたします。 

○委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 経済状態も余りよくないから、多少増えているのは仕方がないかなと、このよう

に思います。そして、本区は23区の中でも、どっちかというと、平均所得も低いほうだと思い

ますので、多いかなと思うのですけれども、東京都の23区の平均としてはどの辺の位置にいる

のでしょうか。 

○委員長 学務課長。 

○学務課長 今年の数字、同じ20年度の数字というのはまだ出ていないのですけれども、率直

に言いまして平均よりも低いというふうに思っています。 

○委員長 ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 では、委員長の私からです。学校現場にいましたので、まず一つ質問がございます。

これはいつの時点で調査されたのか、まとめたのか、お聞きしたいと思います。 

 学務課長。 

○学務課長 こちらにつきましては、５月の時点で報告の締めをとりまして報告をいただいて

いるものでございます。 

○委員長 委員長の私からですけれども、この額が結構多いものですから、校長のところに何

件か尋ねてみたことがあります。現在は、督促して、未納の金額はかなり改善しているのだと

いうことを校長会で示されたのだと思いますけれども、努力しているようです。私がいたころ

には、準要保護家庭については給食費が出ていると思いますので、家庭の了解をとって、払っ



－9－ 

てもらえない場合はそこから差し引かせてもらうというので、ここの未納はないはずなのです

けれども、それは改善できるということでした。 

 それから、こういう不景気が続いていますので、かなり苦しい家庭もあると思うので、準要

保護制度を申請してもらうように言うなどして、できるだけ未納をなくして、払った人のお金

で払わない人が食べるという不公平さはあってはならないと思いますので、23区の学務課長会

等でまた対策が出ると思うのですけれども、できるだけみんながお金を払って食べられるよう

にしていけばいいのかなと思います。 

 ほかにございませんか。 

（「結構です」の声あり） 

○委員長 それでは、終了とします。 

 次に、報告事項等３「平成22年度使用中学校教科用図書の検討結果について」をご報告願い

ます。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは、報告事項等３「平成22年度使用中学校教科用図書の検討結果について」

をご報告させていただきます。お手元の「平成22年度使用中学校教科用図書の検討結果につい

て」をごらんください。 

 小学校及び中学校で使用する教科用図書の採択に関しまして、「小学校及び中学校で使用する

教科用図書の採択は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条の規定によ

り、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するもの」となっていま

す。平成22年度使用教科書の採択に当たり、小学校使用教科用図書につきましては、前記の規

定に基づき、平成21年度と同一の教科用図書の採択を行うことになります。中学校使用教科用

図書につきましては、いわゆる採択替えの年に当たりますが、平成21年４月24日開催の第４回

臨時会で、今回新たに社会科（歴史的分野）で検定に合格した教科書について調査検討し、そ

の他の教科につきましては、平成21年度と同一の教科用図書を採択する旨の方針を確認したと

ころでございます。 

 検討経過でございます。別紙１、 飾区中学校教科用図書検討委員会の検討経過についてご

らんください。５月27日に 飾区中学校教科用図書検討委員会を設置し、今回新たに社会科（歴

史的分野）で検定に合格した教科書について、「内容」「構成及び分量」「表記及び表現」「使用

上の便宜」の検討項目による調査研究を依頼したところでございます。その後、各検討委員に

よる調査研究を行い、６月19日及び７月３日に検討委員会で検討を行い、検討結果がまとめら

れましたので、本日の教育委員会にご報告をさせていただきます。 

 次に、検討結果の報告でございますが、別紙２「平成22年度使用中学校教科用図書調査研究

報告書」をごらんください。検討委員会委員長から調査検討結果について、「平成２１年５月２
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７日付け２１ 教指第４６５号により依頼のありました平成22年度使用中学校教科用図書の検

討につきましては、平成２２年度使用教科用図書採択事務取扱要綱第８条の規定に基づき、別

紙のとおり報告いたします」という報告をいただきました。 

 ２枚目をごらんください。その報告書についてご説明をいたします。 

 「内容」につきまして、「学習指導要領の目標・内容に即しているか」につきましては、「全

体として学習指導要領の目標・内容に即している」という内容です。 

 「本区の生徒の学習実態と合致しているか」という観点につきましては、「茶運び人形や弓曳

き童子など昔人の優れた技術の紹介は生徒の興味・関心を引く」と報告されています。 

 「主体的な学習に取り組める単元・教材の内容になっているか」につきましては、「豊富な資

料は主体的な学習や発展的な学習に進めやすい」という報告内容です。 

 「基礎的・基本的な学習事項が確実に習得できる内容になっているか」という観点につきま

しては、「学習内容としては、基礎的・基本的な事項を押さえている」という報告になっていま

す。 

 「発展的な内容が入っているか」という観点につきましては、「各章のはじめのページ『この

時代を歩んだ女性像』のコーナーは工夫が見られる」という報告になっています。 

 「意欲的な学習に取り組むために地域に関連したり、身近に感じられるような内容になって

いるか」という観点につきましては、「読み物『そこに眠っていた歴史』『歴史にゴー』『ご先祖

様のプレゼント』『歴史この人』『その日歴史は』『歴史の両側』『歴史の豆辞典』『ここがポイン

ト』に編集の特徴がある」という報告になっています。 

 項目の「構成及び分量」につきまして、「内容について配列の工夫や系統性があるか」「学習

に取り組む上で各領域の分量は適当か」という観点につきましては、全体で「５章18節240ペー

ジ」「本文見開き２ページ１単位時間扱い」であるという報告をいただいています。 

 「表記及び表現」の項目につきまして、「一貫性があり、わかりやすく、読みやすい表記・表

現か」「記号・図表・写真等に工夫が見られるか」という観点につきましては、「全体としては、

わかりやすい。一部表現で難しい部分もある。系図などの色分けや仏像の写真が大きく特徴を

とらえやすい工夫が見られる。本文の文字がやや小さく、解説文字はさらに小さい」という報

告をいただいてきました。 

 ４点目の項目、「使用上の便宜」につきましては、「巻頭末資料・索引等の使いやすさや装丁

が適切か」という観点につきまして、「巻頭資料、巻末年表とも見やすい」「索引は人物、事柄

に分かれている」という報告をいただきました。 

 なお、次の「参考資料」でございますけれども、これは、現在使用している教科書の採択時

の調査研究報告書を添付してございます。 

 説明は以上でございます。 
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○委員長 ただいまの説明について、意見や質問がございましたら、お願いします。 

 面田委員。 

○面田委員 そもそも、この報告書の「項目」というところで、「内容」「構成及び分量」「表記

及び表現」「使用上の便宜」という四つを挙げて、そして「観点」を挙げてきているのだけれど

も、その様式というのか、それは、この項目でというような何か指導があるのかどうか。例え

ば都のほうにあるとか、そういうのがあってこういう形に報告書ができ上がっているのだろう

か。そこら辺をちょっと伺いたいのです。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 文部科学省のホームページでも紹介されているところでございますけれども、こ

の教科書の調査研究につきましては、都道府県教育委員会も独自の調査研究をし、採択権者で

ある区市町村教育委員会に資料を送付するということになってございます。東京都教育委員会

はそれに従いまして調査研究しているわけですけれども、その調査の項目がここに示されてい

る「内容」「構成及び分量」「表記及び表現」「使用上の便宜」という項目になってございます。

それを参考にいたしまして、本区独自の調査研究の観点を定め、このような報告書にまとめさ

せていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長 面田委員。 

○面田委員 そうしますと、項目は都の挙げた項目のを参考にしているということ、それから、

調査研究の観点というのは、 飾区でこういうことを観点にしたいなというふうに取り上げた

というふうに理解していいわけですね。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 委員ご指摘のように、項目については都、それに基づいて、観点については区教

育委員会事務局のほうで検討し、このような観点でということで定めさせていただいています。 

○委員長 面田委員。 

○面田委員 ちょっとわからないことばかりなので、もう一つ。 

 そうしますと、こういう進め方というか、まとめ方は、ずっと前からそういうふうにしてい

たのですか。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 教科書採択が区市町村教育委員会に降りてきた平成13年からずっとこの形式をと

らせていただいています。 

○面田委員 よくわかりました。 

○委員長 ほかにありませんか。 

 遠藤委員。 
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○遠藤委員 それでは、私のほうから、報告の内容につきましてお尋ねしたいと思います。 

 報告内容の５行目でありますが、その中に「主体的な学習」というのがあります。これは、

これからの学習にとりましては、生徒の主体的な取組というのは大変大事な視点だと思います。

その点から申しまして、「豊富な資料」という報告が書かれておりますが、これを具体的に説明

していただけますか。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 検討委員会の委員さんから、「図やグラフが多く見やすいので、写真を含め、資料

として十分活用できる」という意見がありました。また、委員ご指摘のように、報告書に記載

されています「茶運び人形、弓曳き童子など、先人の優れた技術を紹介していることは、本区

の伝統産業や町工場の優れた職人の技術に相通じるところがある」というような意見もござい

ました。 

○委員長 よろしいですか。 

○遠藤委員 はい。 

○委員長 ほかにございますか。 

 佐藤委員。 

○佐藤委員 報告書の「内容」の部分に関して、検討委員会で出た具体的な意見について幾つ

か紹介していただけますか。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 「内容」につきまして何点かご紹介いたします。 

 「神話伝承は十分取り上げられており、特に『天皇の始まり』という小項目を設けるなど、

皇室の伝統を強調している」という意見がありました。また、学習指導要領、社会（歴史的分

野）、内容の（５）、ここに「カ」がございますが、そこに示されている、大戦が人類全体に惨

禍を及ぼしたことを理解させるという部分の記述が弱いという意見もございました。 

 以上です。 

○委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それでは、「構成及び分量」のほうの報告内容について検討委員会で出た具体的な

意見をお聞かせいただきたい。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 「構成」では、「日本の伝統文化につきまして大き目の写真等を用いて掲載してい

る」という意見がございました。「分量」につきましては、「古代の記述と明治以降の近代の記

述の分量が多い」との意見がございました。 

 以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 
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○佐藤委員 はい。 

○委員長 ほかに。 

 秋本委員。 

○秋本委員 それでは、報告内容についてというか、報告書の中段に出てくるところで、「この

時代を歩んだ女性像」「そこに眠っていた歴史」「ご先祖様のプレゼント」などのコーナーはど

のように活用するのでしょうか。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 「生徒自身が意欲的な学習や発展的な学習を取り組めるように、歴史をより深く

理解し、授業の合間ですとか家庭学習において復習・予習に活用し、それぞれの時代をイメー

ジできる資料になっている」との意見がございました。 

 以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

 面田委員。 

○面田委員 報告書に「本文の文字がやや小さく、解説文字はさらに小さい」と書いてあるの

だけれども、生徒が勉強するに当たって不便を感じるということはないのでしょうか。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 写真や絵が大きく紹介されていますので、その兼ね合いで小さ目の文字になって

いるのが特徴ではないかと思われます。委員からも感想としまして、「生徒が使用するに当たり、

文字が小さいために不便を感じることが出るのではないか」という発言もございました。 

○面田委員 そうですか。わかりました。 

○委員長 ほかにございますか。 

 面田委員。 

○面田委員 たしか、明石の総合教育センターで教科書の展示会がありましたよね。期間だと

か、どのぐらいの人にお越しいただいたのか、そういうことがわかれば教えてください。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 教科書展示会の日程でございますけれども、６月５日から７月８日、昨日までの

期間となってございました。来場者の数でございますけれども、一般の方が14名、学校関係者

の方が27名ということになってございます。 

○委員長 よろしいですか。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 今、報告の内容につきましてご説明がありましたが、これはよくわかりました。

ところで、今後、この採択に向けてのスケジュール、あるいは日程というのはどういうふうに

なっているのでしょうか。 
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○委員長 指導室長。 

○指導室長 教科書採択は、８月31日までに採択することとなっています。したがいまして、

８月10日開催の予定でございます教育委員会で採択していただくこととなります。その間、各

委員におかれましては、教科書及び検討会の報告等を参考にしていただき、ご検討をお願いで

きればというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 では、私のほうから。 

 検討委員会の資料ですが、公正に教科書採択を行うために、採択結果を東京都に報告するま

で公開をしないという形をとっていきたいと考えますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 それでは、平成22年度使用教科用図書の検討結果については、資料のとおり、検討

委員会からの報告を受けました。今後、教育委員会の責任と権限において平成22年度使用教科

用図書の採択事務を進めてまいります。 

 以上で、報告事項等３を終わりたいと思います。 

 次に、報告事項等４「平成22年度使用特別支援学級一般図書の検討結果について」をご報告

お願いします。 

 指導室長。 

○指導室長 報告事項等４「平成22年度使用特別支援学級一般図書の検討結果について」をご

報告いたします。資料をごらんください。 

 「１ 特別支援学級一般図書の採択」につきましてですが、「学校教育法附則」９条に規定す

る特別支援学級で使用する一般図書につきましては、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律施行令」第14条に規定する同一教科用図書を採択する期間（４年）が除外され、

毎年採択替えを行うことができます。したがいまして、教育委員会は、平成22年度に使用する

特別支援学級の一般図書につきまして採択替えを行うことになります。 

 「２ 事務手続」でございますけれども、特別支援学級で使用する一般図書につきましては、

平成21年６月22日に特別支援学級が設置されています小学校６校、中学校６校に依頼をしまし

て、各学校で調査研究を行っていただき、校長先生が責任を持ってまとめてくださいました。 

 「３ 検討結果」につきましては、別紙の「平成22年度使用教科用図書（特別支援学級）採

択一覧表」でご確認いただければというふうに思います。なお、参考として、学校長への依頼

を添付してございます。 

 説明は以上でございます。 
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○委員長 ただいまの説明について、質問や意見があったら、お願いします。 

 佐藤委員。 

○佐藤委員 昨年と異なる図書等はありますでしょうか。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 小学校におきましては、全教科で約20冊ほど新規候補の図書の選定がされていま

す。全体的に、児童にとってよりわかりやすく興味が持てる図書を選定しているという傾向が

見られます。 

 中学校におきましては、小学校と同様に、生徒が興味を持てる図書が選定されるとともに、

書写や数学につきましては、基礎的な学習に重点を置いた図書を選定している傾向があるとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

○委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 次に、報告事項等５「平成20年度総合教育センター事業の実績について」をご報告

願います。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは、続きまして、報告事項等５「平成20年度総合教育センター事業の実績

について」をご報告させていただきます。 

 ご案内のとおり、総合教育センターは調査研究担当、教育相談担当、適応指導教室担当、教

員研修担当、科学センター担当の五つの担当から運営されてございます。それぞれにつきまし

て、資料にありますような内容について昨年度の実績ということでご報告させていただきます。

項目的なところだけご紹介させていただきます。 

 １ページ目、調査研究につきましては、体力調査研、これは昭和45年度からそこに示されて

いますような調査研究を進めてございます。２番目の教育相談につきましては、区内の幼児か

ら高校生くらいまでの子どもとその保護者を対象に、さまざまな教育相談活動を続けています。

その現況につきましては２ページをごらんいただければと思います。 

 相談の現況といたしまして、平成18年度をピークに、昨年度まで全体の数としては減少傾向

が見られますけれども、これは平成18年から巡回型スクールカウンセラーを順次増やしている

というようなことと、18年には、例のいじめの大きな社会的な動きがあったというようなこと

もあって、この年がピークを示しているのではないかというふうに分析をしているところでご

ざいます。 

 続いて、２ページの下からになりますけれども、適応指導教室についての実績でございます。
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３ページのほうには、過去の数値を含めて具体的な数値を報告させていただいているところで

ございます。適応指導教室に通う子どもたちの不登校の対応としましては、いわゆる複合型と

言われる不登校の方が最も多いということが報告をされています。指導状況でございますけれ

ども、昨年度末で通級の約70％に当たる52名が退級をしています。学校への復帰、または中学

校・高校への上級学校への進学というようなことでの退級ということになっています。 

 続いて、４ページをごらんください。「各種事業について」ということで紙面による報告をさ

せていただきます。調査研究担当部でございますけれども、ここでは教科図書ですとかフィル

ム・ビデオなどの貸し出し等の事業も進めています。ビデオテープの内容によっては予約待ち

というようなことで、活用状況はかなりいいという報告もございます。 

 その他につきましては、お手元の資料をごらんいただければというふうに思っておりますが、

特徴としまして、教員研修についても一言だけご報告させていただきたいと思います。７ペー

ジをごらんいただければと思います。 

 ６ページの終わりから続くところでございますけれども、教員研修担当部が大きな課題とし

ています初任者研修の実施がございます。毎年、初任者の数が増えてございまして、昨年度は

94名の初任者を迎えまして研修を進めているところでございます。今後も、この数は微増して

いく傾向があるというところでございますので、今年度につきましても、初任者研修の有無に

つきましては課題であるかなというふうに考えています。 

 ８ページ、科学教室の報告がございます。土曜日の科学教室、夏休み中の小・中学校の科学

教室、親子夏休み理科わくわく実験教室、区民科学教室等の実施というところでございます。 

 簡単ですが、以上、報告いたします。 

○委員長 質問等ございましたら、お願いします。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 不登校に取り組んでいる事業につきましては、52名という退級者がいるというこ

とで、大変努力されている結果がよく分かりますが、その内容を見ますと、原学級復帰という

のは目に見えての成果だと思いますけれども、進学等につきましては、その後のフォローのと

ころについては大変難しいものがあるのではないかと思います。そこで、その不登校の児童・

生徒の一番多いのは、やはり複合型ということで、さまざまな原因が考えられるということだ

と思います。そのスクールカウンセリングに当たる方々の研修といいますか、それにつきまし

ては、クリニックとか保健所等の研修はありますが、その家庭を支援する、児童・生徒を支援

する、家庭を含めた支援をしていくという意味におきましては、やはり福祉関係、あるいは役

所の持っているさまざまな福祉関係の資源につきまして、それを活用していくという、いわば

ソーシャルスクールカウンセリングのような形でやっていくことが適切ではないかなというふ

うに思います。それに成功しているところが福生市にありまして、先日、新聞発表にもなりま
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したが、そうしたソーシャルスクールカウンセリング的な視点からの研修をやっていく必要が

あるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 委員ご指摘のとおり、適応指導教室も明石に移転してからかなり時間がたってい

ますけれども、その成果につきましては大体横ばいの状況にございます。やはり新たな施策、

新たな取組について必要があるのではないかということで、既に毎年開催されています不登校

対策検討会というのが、区の不登校にかかわるスクールカウンセラーですとか、教育相談です

とか、適応指導部というメンバーで構成しているところが検討委員会は持っていますけれども、

ここの大幅見直しを今図ってございます。７月中には何らかの方向性を示して、委員のご指摘

や、今いただいた情報等を参考に、新たな取組や施策について検討を進めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長 ほかにございませんか。 

 面田委員。 

○面田委員 今、遠藤委員がお話しになったことともかかわることなのですけれども、ここで

ふれあいのスクールに来ているお子さんは、私としては、何か光があるかなという感じがとて

もするのですね。そこまで至っていないお子さんもいるのではないのかなと。そうなってくる

と、ただ学校だけにそれをお願いするというだけではかたくなっているかなと。その辺、福祉

関係の方とか、そういった専門的な方からの働きかけとか、そういうものなどをあわせて保護

者の方にしていくことが必要なのではないのかなということを感じるのですね。そういった保

護者の方ご自身もあきらめているような話も私は聞いたことがあります。本当に悩んでいるの

だろうなと。どこへ相談にいけばよいかわからない。今さら学校にも相談に行けないみたいな

ところも感じることがありますので、そういうこともお考えいただければと思います。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 今、委員ご指摘のように、不登校の実態を、視点を変えてみますと、一つは、受

け入れる側の学校側の視点と、学校へ送り出す家庭側の視点というのもないがしろにしたり、

軽く見てはいけないという現状があると思います。ご指摘のように、そのことで悩んでいらっ

しゃるご家族、保護者等へのサポート、それも加えての総合的な不登校対策というところは教

育振興ビジョン（第２次）の数値目標もあわせて、何らかの施策を打っていかなければ、また

数値としては改善に向かわないのだろうという危機感を持ってございます。 

 以上です。 

○委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○委員長 それでは、委員長の私から３点申し上げます。 

 教育相談部と適応指導教室、向こうの建物で言いますと、１階の部分と２階の部分でござい

ますけれども、それから、この本庁に就学相談部があるのですが、この連携・協力がよくなっ

ていると私は思います。合同部会の開催をしたり、このたび人材の交流がありましたけれども、

かなり連携し合って効果を上げているので、このまま続けていただきたいと思います。 

 ２点目を申し上げます。研修部のところで行っている初任者の、特に 飾区が独自に行って

いる授業研究は、ほかの区に比べて手厚くやっていまして、かなりの効果を上げているので、

これからもぜひ続けていただきたいと思います。異動していくのですけれども、やがては育っ

て 飾に戻っていただけると思います。 

 ３点目は、科学教育センターというのは、ほかの区は財政面などの理由でやめたりしている

のですけれども、理科教育を充実しなければいけないということが今叫ばれていまして、本区

の科学教育センターというのは大変効果を上げていると思います。特に、あそこに行って指導

する若い教員は、そこで先輩からたくさんのことを学んで実力をつけていますので、今後とも

続けていただきたいなと思います。 

 以上です。 

 ほかにございませんか。 

 面田委員。 

○面田委員 今、松本委員長のお話を聞いていて思い出しました。教員の研修のことで。 

 あれは、２、３年経験した先生が自主的に、自分は頑張りたいということで何人か。結構い

ましたよね。それで、５、６人ずつのグループをつくって、そして発表したのをこの間見させ

ていただいたのを思い出したのですけれども、まず、目の輝きが違いますよね。やはり教員は、

授業に自分を発揮できたとか、子どもを授業で変えることができたときに、ものすごくうれし

いわけで、生き生きやっているな、こういう先生たちがずっと育っていくんだな、 飾はいい

な、そういう思いで発表を聞かせていただきました。 

 私も教員だったのですけれども、自分の仕事は授業だし、そこが楽しくありたいわけで、そ

のためには力がついていないと、勉強していないと、そういう授業ができないわけです。そう

いうことの裏づけになるのがこの研修ですので、ある程度経験のある年配の先生方にもそうい

うような研修の場があったらもっといいかなという思いです。若い先生はこれでかなり伸びる

と思うのだけれども、年配の先生方にもぜひ。そういうことも含めて、校内研究などもぜひ活

性化していったらいいなと思います。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 １点ご紹介をさせていただきたいと思います。 

 委員長からお話があったように、本区は教員研修に対しては大変力を入れている区だという
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ふうに自負しているところでございますけれども、今お話にありましたベテランの先生につき

ましても、20年次、25年次、30年次という研修をことしから打ち出してございますので、ＯＦ

ＦＪＴに関しましては他区に例を見ない、先生方からすれば厳しいというふうに言われるかも

しれませんけれども、用意してございます。さらに、面田委員からお話がありましたように、

我々が提供するＯＦＦＪＴだけでは教員の実力というのは上がってこないのは自明でございま

す。それと、ことしから力を入れて進めていますＯＪＴの部分とうまく連携をさせて、より教

員の力量を伸ばしていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 それでは、次に、報告事項等６「夏季休業中の生活指導について」をご報告願いま

す。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは、報告事項等６「夏季休業中の生活指導について」をご説明いたします。

資料をごらんください。 

 日付は７月６日となってございますように、これは、さきの校長会で配付いたしまして、私

のほうから全校長先生にお話をさせていただいた内容でもございます。今年度の夏季休業中の

生活指導につきましては、大きく五つの柱を立ててお願いしました。 

 一つ目は、「健全で充実した生活を送ることができるように事前指導を徹底する」ということ

でお話をしました。２点目は、資料２枚目になりますけれども、「家庭や地域社会の一員として

自覚をもつことができるよう取り組む」。３点目は「安全指導を徹底し、事故防止に努める」。

４点目は、１枚飛びますけれども、「非行や問題行動の防止に努める」。最後のページになりま

すが、５点目は「不登校児童・生徒への適切な指導を行う」。こういう五つの柱をもってこの通

知を構成し、それぞれ毎年出させていただいていますけれども、新たにこれが発出されたとい

う気持ちで読んでいただき、各学校で指導徹底してくださいというお話をしたところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長 質問等がございましたら、お願いします。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 ２ページの大きな柱の「安全指導を徹底し、事故防止に努める」の中の（１）「交

通事故の防止」につきましてお尋ねいたします。 

 実は、ご存じの方は多いと思いますが、この７月１日から東京都の交通規則が改正になりま

して、交通についての要件といいますか、大分違ってまいりました。それをこの中で入れてい



－20－ 

くことが適切ではないかなというふうに感じたわけであります。その際、特に改正になりまし

た規則の内容の中で、３人乗りが解禁になったということがまず一つございます。ただ、これ

まで２人乗りが禁止されているので、なぜ３人乗りになって２人乗りがだめなのだというよう

なことが子どもたちの中から出てこないとも限りません。そこで、この３人乗りの自転車とい

うのは要件が非常に厳しくて、これから販売されるわけでありますので、その辺を押さえてい

ただければというふうに思います。 

 それから、これまでも携帯電話をかけながらというのはいけないということをやってまいり

ましたが、もう一つつけ加えまして、傘を差しての運転が禁止になりました。しかも、これま

での内容というのは義務違反でありましたけれども、これからは禁止要件になってまいります。

つまり、これから罰則が出てくるということも押さえておかなければならないことではないか

なと思います。 

 そういう諸々の件、もう既に校長先生のほうにこうした指導内容が行き渡っている中で、ど

のようにして新しく決まったことを伝えていくのかということを教えていただければと思いま

す。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 委員ご指摘のように、この通知につきましては、平成20年６月の道交法の、紹介

があったことし７月の改正についてというところでは説明が不足でございました。さきの校長

会ではその辺の点も含めて、道交法が改正になったのでということで一層の指導、周知徹底を

というようなところでお話をさせてはいただきましたけれども、さらなる徹底を図りまして、

終業式前までに何らかの形で各学校長あてに今のお話を受けた形での注意喚起をしていきたい

というふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長 そのほかございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、職員、現場に徹底して、事故のない夏休みにしていただきたいと祈念い

たします。 

 次にまいります。報告事項等７「平成20年度東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査

の結果について」をご報告願います。 

 指導室長。 

○指導室長 報告事項等７「平成20年度東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査の結果

について」をご報告いたします。資料をごらんいただければと思います。 

 平成21年１月15日に実施されました東京都の児童・生徒の学力向上を図るための調査の結果

が６月25日に公表されましたので、ここでご報告をさせていただきたいというふうに思います。 
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 今回の調査では、小学校５年生と中学校２年生の全員を対象とした「問題解決能力等に関す

る調査」と、抽出校及び希望した学校の小学校４年生と中学校１年生を対象とした「基礎的・

基本的な事項に関する調査」がこの１月15日に行われました。 

 初めに、「問題解決能力等に関する調査」についてご報告いたします。 

 この調査は、ご案内のように、各教科で学んだことを日常生活で活用できる力を問う内容に

なっております。設問は全部で小学校が８問、中学校は９問で構成され、その設問ごとの正答

率が出されています。また、問題を発見する力、適用・応用する力、意思決定する力、見通す

力、表現する力、以上五つの観点で評価されており、その正答率とあわせて、全体を総合した

正答率も公表されています。 

 なお、この調査内容は、一昨年度より実施し、今回で３回目となるものでございます。今回

の調査の分析は、まだ公表されたばかりでそれほど進んではおりませんけれども、前提として、

まず問題が昨年度と比べて変わったということ、調査対象が昨年度の集団とは学年が変わりま

したので、変わっているということが前提となります。 

 まず、小学校における傾向ですけれども、「適用・応用する力」を見る問題と「意思決定する

力」を見る問題が本区では都と比べ５ポイント近く低い正答率となっています。この「適用・

応用する力」を見る問題は、社会科で学習した地図上の等高線と方位についての知識を用いて、

地図にあるコースの中で、条件に合うコースと正しいコースの紹介文を考え、適切に判断し、

回答するという内容でございました。また、「意思決定する力」を見る問題は、家の留守番をす

る場面において、親からの依頼と本人の考えという複数の条件を理解し、それらの条件に合っ

た予定表を考え、適切に判断し、回答するという内容のものでございました。 

 小学校の東京都全体の平均正答率は60.2％、本区は56.8％と都の平均を3.4ポイント下回る結

果となっています。昨年度の区全体の数値57.7％から見ても、0.9ポイント下げ、都全体の区市

町村の中の順位でも下がってしまったという傾向になりました。 

 次に、中学校における傾向ですけれども、「適用・応用する力」を見る問題では、正答率とし

て、都と比べ、8.2ポイント低い正答率を示してしまいました。この問題は、社会科で学習した

世界の地域構成に関する知識と我が国の歴史に関する知識を用いて、世界の国の概要と我が国

とのかかわりについて考察して、適切に判断し、回答するという問題でございました。この力

は、観点別結果におきましても、都と比べて低い正答率となっています。中学校の東京都全体

の平均正答率は69.2％、 飾区は66.2％と、都の平均を３ポイント下回っています。しかし、

昨年度と比較いたしますと、都全体の順位の中では、少し上昇をしたという結果になっていま

す。 

 以上のことから、小・中学校の共通の課題として、活用や応用についての指導が必要である

というふうに考えています。また、小学校ではそれに加えて、児童自らが活動の計画を立てる
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学習の充実を図ることが必要であるというふうに考えています。 

 続いて、「基礎的・基本的な事項に関する調査」についてご報告いたします。この調査は、国

語、算数・数学の学習指導要領に示されている内容について問うものであります。調査内容は、

抽出校及び希望した学校の小学校４年生、中学校１年生を対象に実施されました。 

 小学校の国語でございますけれども、都の全体が75.1％、 飾区16校が実施いたしましたけ

れども、その平均は72.9％でございます。東京都の平均を上回っている学校が５校ございまし

た。算数につきましては、都全体が80.6％、区で参加した16校の平均は79.4％であります。16

校のうち15校の正答率が70％を超えており、おおむね満足できる状況にあるというふうに言え

ます。都の平均を上回っている学校は４校ございました。 

 中学校の国語でございます。都全体が70.6％に対し、本区５校の中学校が参加しましたけれ

ども、平均は71.7％を示しました。３校の正答率が70％を超えて、おおむね満足できる状況に

あるというふうに考えています。中学校の算数・数学につきましては、１年生ですので「算数・

数学」というふうに申し上げますが、都の平均が、算数が59.6％、数学が67.1％という数字に

対し、本区は算数が55.3％、数学が64.6％という数値になっています。これは、全体でも都の

平均と比較しますと正答率が下回っております。抽出した学校による調査でありますけれども、

区が実施しております「確かな学力の定着度調査」の結果と同様、各校でさまざまな角度から

分析し、児童・生徒一人一人の今後の学習の改善に役立てていくことが重要と考えています。

各校の授業改善を進め、児童・生徒の学力向上にこの結果をつなげていければというふうに考

えています。 

 以上でございます。 

○委員長 ただいまの説明について、質問等ございませんか。 

 面田委員。 

○面田委員 ６月25日に公表されたものを、きょうの時点でこのようなまとめ、そして課題な

どを早速に出してくださいまして、ありがとうございました。小学校のほうですか、応用とか

意思決定とか、そちらあたりに課題がある。中学のほうも、応用のあたりに課題があるという

のは前から言われていることだし、そういうのは積み重ねていかないと力とならないものなの

だなというのを改めて思いました。今、指導室長がこういう点に課題があるというふうにまと

めておっしゃっていたこと、ぜひ校長会等でそのあたりのところを十分に話していただいて、

各学校が自分のところの課題をきちんと押さえていただいて、そして、そのためにどのように

授業を変えていくかとか、どのように子どもたちの力を育てていくのかというところへつなげ

ていただいて、これを有効に使っていただきたいなと、そのように思います。 

 でも、抽出校というか希望校のお話などを今さっと聞いたのですけれども、その水準を上回

っている学校も結構。一つでしたというようなことではなかったので、頑張っているんだなと
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いう思いで、私はうれしく思いました。教育振興ビジョンがまた新しくできましたけれども、

そういうことが変えていくことだから、教育というのは、きょう、あしたで変わるものではな

いけれども、一つ一つきちんと策を打ちながら進めていくことの大切さを改めて思いました。

各学校で自分の学校の課題をきちんととらえて、そして変えていっていただけるよう、指導室

のほうでもご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 委員ご指摘のように、この数値をどのように活用していくかというのは、まさに

学校の経営の根幹にかかわる問題というふうに考えています。細かくデータを見ていきますと、

飛躍的にその学力を伸ばしている学校もございます。また、その逆も残念ながらあるのですけ

れども、できればそういう伸ばした学校さんの実践例などを各学校に見合う形で少しアレンジ

がきくような形でうちのほうでさまざまな視点で紹介していきながら、また、ピンポイント的

にこの学校の課題はここだから、ぜひここを改善してくださいというようなことを指導室と学

校が一体となって取り組んでいきたいなというふうに考えていますし、そのことは校長会でも

お話をしたところでございます。 

○面田委員 ありがとうございます。 

○委員長 ほかにございませんか。 

 佐藤委員。 

○佐藤委員 「区市町村別学校別正答率」というのが出ていますけれども、例えば中学校なら

５校、これは５校と決められているのか、また、選出方法はどうやって選出されているのかを

お聞きしたい。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 基本的には、各学校の中で希望する学校がということで選ばせていただいていま

す。 

○委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 委員長の私からです。 

 全国の調査と都の調査、それから区もやっていますけれども、現場ではこれにはかなりの時

間と労力も使っていますので、ぜひともこの結果を有効に使って、今後成果が出るような取組

をやっていただきたいなと思います。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 次に、報告事項等８「平成21年度夏季青少年育成活動要領について」をご報告お願

いします。 
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 地域教育課長。 

○地域教育課長 それでは、報告事項等８「平成21年度夏季青少年育成活動要領について」を

ご説明いたします。本要領につきましては、過日行われました青少年問題協議会において決定

いたしましたので、本委員会で報告するものでございます。 

 それでは、内容の概略をご紹介いたしますので、お手元の資料をごらんいただきたいと思い

ます。内容につきましては、昨年とほぼ同様でございますので、ごくかいつまんで項目的にご

紹介したいと思います。 

 まず、今年度の目標でございますけれども、ここでは、近年、女子中・高生を含めて、非行

や不良行為により補導される件数が増えていること、また、最近の傾向としまして、家出やプ

チ家出が小学生にも広がっていること、また、インターネットに関連した犯罪やトラブル、不

健全な図書類、覚せい剤など、青少年にとって危険な環境も少なくないこと、以上のようなこ

とから、最後のところになりますけれども、「青少年が非行や犯罪、事故に巻き込まれないよう

に、協力して取り組みます」といたしたところでございます。 

 ２ページをごらんいただきたいと思います。各分野の具体的な取組についてご説明いたしま

す。まず、「１ 地域での豊かな体験の促進」でございますけれども、「（１）地域団体活動への

参加促進」や「（２）体験やボランティア活動の促進」等、記載のとおりでございます。 

 次に、「２ 家庭の充実と支援」についてでございますけれども、ここでは主に家庭での生活

習慣、それから体験活動、親子のコミュニケーションの重要性について記述いたしまして、非

行防止やネット被害の防止等に関して家庭の協力を求めるという内容になってございます。 

 ３ページを通り越しまして、４ページをごらんいただきたいと思います。 

 「３ 非行や犯罪防止の取組の推進」として、主に地域で行う活動について記述をしており

ます。具体的には、「（１）子どもを犯罪から守るまちづくりの推進」、「（２）不健全図書・ビデ

オなどの追放」、「（３）深夜外出や家出の防止」、「（４）インターネットの有害情報の追放」、「（５）

飲酒・喫煙の防止」、「（６）万引き、自転車盗などの初発型非行の防止」、「（７）有害薬物の乱

用防止」、５ページになりますけれども、「（８）非行集団（暴走族など）の追放」でございます。 

 最後に、「４ 事故防止の取り組みの推進」でございますけれども、ここでは、自転車事故の

防止、それから、性犯罪被害の防止、暴力被害の防止、水の事故防止、夜間外出や花火などで

の事故防止を記述しております。特に公園の騒音などにつきましては、近隣からの苦情も増え

ておりますので、青少年問題協議会においては地域でもご協力いただけるようにお願いしたと

ころでございます。 

 内容は以上でございます。 

 また、本要領は、地区委員会を初め、関係機関を含めて2,100部を現在配付しているところで

ございます。 
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 説明は以上でございます。 

○委員長 質問等ございましたら、お願いします。いかがでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 それでは、よろしくお願いします。 

 次に、報告事項等９「区民大学の開設について」をご報告願います。 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 それでは、「区民大学の開設について」、ご説明させていただきます。 

 まず、「目的」でございますが、「一人ひとりが輝く学びと交流によるひとづくり、まちづく

り」の実現のために、学びと交流の楽しさを基盤とした区民の学習の場として区民大学を設置

いたします。 

 「重点方針」でございますが、多様な学びによる自己実現、地域に貢献できる人材育成、区

民の参画、協働による運営などを重点方針とさせていただいております。 

 「会場」は、区内全域をキャンパスとし、各種施設を利用して実施いたします。 

 「講座の分野」でございますが、「地域を知り、まちを感じ、 飾を愛する『 飾学』」とい

うことで、 飾の歴史や地理、文化、自然、産業、まち、行政など、 飾の特徴や魅力を調べ、

発見し、学習成果を分かち合う分野の講座を実施してまいりたいと思います。 

 次に、「かつしかひとづくり・まちづくり・未来づくり」。学校支援や子育て、防災・防犯な

ど、さまざまな分野のボランティアの育成や支援、まちづくり、各種の地域活動を行っている

人材を育成する分野の講座を実施してまいりたいと思います。 

 「（３）生きがいを創造する知識・教養百科」。経済や社会情勢、暮らしの知恵や生き方など、

さまざまな知識・教養を身につけるための学習から、工作、料理など、高齢者や親子で気軽に

参加し、楽しむことのできる分野を実施してまいりたいというふうに考えております。 

 ページをおめくりください。「講座の種類」でございますが、今までの講座と同じように、区

が企画している講座だけではなく、大学、まだ決定しているわけではありませんけれども、例

えば東京理科大の誘致にあわせて、東京理科大などとも連携しながら講座ができないかという

ことを検討しております。あと、先ほどの重点方針にもございましたが、区民の参画を重点方

針にしておりますので、区民や団体が企画する講座なども実施してまいりたいというふうに考

えております。 

 次に、「運営組織」でございますが、この区民大学の基本的な運営方針や事業計画、事業評価

などについて審議する理事会は、理事長を区長に、副理事長を教育長に、理事には学識経験者

や自治町会連合会、民生委員児童委員協議会、青少年委員会、高齢者クラブ連合会、かつしか

Ｖネットなどの代表にご参加いただき、審議してまいりたいというふうに考えております。教

育委員会事務局からは、教育長以外に、教育次長、教育振興担当部長に入っていただきます。 
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 あと、こちらの図に運営委員会というのがありますけれども、こちらは、先ほどお話ししま

した区民の参画・協働による区民企画講座の企画・運営などを実施するための会議体でござい

ます。 

 もう一つ、庁内連絡会。区が実施する各種講座の事業調整などを行うものでございます。こ

の庁内連絡会のメンバーにつきましては、次のページに「区民大学設置要綱」がありまして、

その最後のところ、もう１枚おめくりいただいて、「別表第１（第６条関係）」というところが

ありますけれども、そちらの各課の課長さんに入っていただき、庁内の連絡会とし、区が区企

画講座の事業調整などを行ってまいります。 

 最後に、今後のスケジュールでございますが、今年度は試行としてプレ事業を14コース実施

いたします。７月の終わりに理事会を開催し、８月に区民大学の愛称や運営委員を募集します。

これは８月の「広報かつしか」で募集をかけたいというふうに思っております。９月に運営委

員会を開催し、運営委員に向けた研修も実施したいと思います。 

 今後の予定ですけれども、平成22年度に開校いたいまして、開校特別講座の実施、ほか、区

民大学の講座として33講座の実施を予定しております。23年度、24年度は35コース、40コース

と拡大していくことを考えております。 

 次のページに、ご参考までに「区民大学設置要綱」を添付しておりますので、後ほどごらん

ください。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 質問、ご意見、ございませんか。 

 面田委員。 

○面田委員 「区民大学、ああ、大学なんだ」などと思いながら今説明を聞きました。 飾の

区民大学だということで、ここの目的の中に、「学びと交流によるひとづくり、まちづくり」と。

この「まちづくり」というところが、私、すごくいいなと思いながら、今その目的を読みまし

た。 

 この先、大学の愛称名をつくって進めていくようなのですが、大学となりますと、対象者と

言っては何だけれども、区民のどういう年齢層だとか、どういう方々を対象として考えておら

れるのか。それから、入学式や卒業式があるのかなと思ったり、あるいは、単位を取って修了

証とか卒業証書とかあるのかなとか、そんなようなことも私は素朴に思ったのですけれども、

そのあたりはこれからのことなのでしょうか。もしわかっていることがあったら、教えてくだ

さい。 

○委員長 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 まず対象なのですけれども、生涯学習振興ビジョンの、いつでも、だれでも、

どこども、いつまでも勉強できるように、すべての年代の人を対象としております。例えば、
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親子向けとか、団塊の世代の方がこれから大量退職してきますので、例えば、今まで会社で働

いていた人たちが地域に戻ってきたときに地域に愛着を持ってもらう、そういう人たちも主な

対象にしていきたいというふうに考えております。 

 一応、「区民大学」という名称は用いていますけれども、学校法人を設立するわけではないの

で、これはあくまでも事業ですので、入学に対して、例えば試験をやるとか、そういうことは

考えていないです。ただ、一方で、せっかく体系立ててこれから勉強していただくわけですか

ら、学習意欲を促すために、自分がどの程度勉強してきたのか、どれぐらいいろいろな勉強し

てきたかということで、単位認定制度については現在検討しております。 

○面田委員 なるほど。わかりました。 

○委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、よろしくお願いします。 

 報告事項等10「『プラネタリウムコンサート』について」をご報告願います。 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 引き続き、「『プラネタリウムコンサート』について」をご説明させていただ

きます。 

 「プラネタリウムコンサートの日米共同制作と開催」ということで、生涯学習振興ビジョン

の中でも掲げさせていただいておりますけれども、今回、博物館事業の推進で海外のプラネタ

リウムと共同で番組を制作いたしました。国立天文台のハワイ観測所に「すばる望遠鏡」とい

う世界有数の望遠鏡があるのですけれども、そこの観測データをもとに、ハワイ島ヒロ市のイ

ミロア天文学センターと共同で番組を制作しております。 

 タイトルは、「星空とハワイアンの夕べ」ということで、「レイ・ホークー・ヘ・ピリ・アロ

ハ」は「虹と星と友情」という意味です。日本とハワイを星と音楽で結び、海に囲まれた二つ

の地域の人々の星への思いをハワイアンミュージックに載せてプラネタリウムコンサートで演

奏していきたいというふうに考えております。 

 開催日なのですけれども、８月15日と８月16日。15日が19時から20時30分まで、16日が18時

から19時30分までとなっております。 

 出演者は、石川優美＆ＰｏｎｏＬａｎｉというグループでございます。 

 次に、子ども向けのプラネタリウムコンサートも実施いたします。今までも「子ども向けの

プラネタリウムコンサートを実施してほしい」という要望が多かったのですけれども、今回、

共栄学園吹奏楽部の協力を得て開催いたします。タイトルは、「こども星の音楽会（夏）～流れ

星をメロディーにのせて」ということで、夏の夜空のもと、親子で星と音楽を楽しむプラネタ

リウムコンサートを実施いたします。開催日は８月30日の10時から11時でございます。 
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 説明は以上でございます。 

○委員長 質問等ございませんか。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 大変楽しい、またすばらしい内容になるのではないかと思います。 

 実は先日ご招待をいただきまして、津軽三味線とプラネタリウムということで拝見いたしま

した。家族も一緒に連れていったのですが、家族は度肝を抜かれたように、すばらしい夜空を

見ながら津軽三味線を聞いていました。その姿を見まして、 飾でこういうことができるのか

ということを改めて実感いたしました。大変期待しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○生涯学習課長 ありがとうございます。 

○委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 では、よろしくお願いします。 

 次に、報告事項等11「平成21年度特別展『 飾探検団 かつしかの街歩きアーカイブス』に

ついて」をご報告願います。 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 平成21年度特別展として、「 飾探検団 かつしかの街歩きアーカイブス－か

つしかの近・現代の遺産とその風景－」についてご説明させていただきます。 

 まず「目的」でございますが、平成も20年を経過し、「昭和」という時代が遠くなって、 飾

区内でも住宅等の建て替えなどが行われ、近・現代の建物や街並みなどが姿を変えつつありま

す。こうしたことから、姿を変えゆく「昭和」と、それ以前の時代の建物や街並み、道、さら

に建物で「暮らす人」や「集う人びと」に焦点を当て、展示を行うとともに、記録を残してい

きます。 

 「開催期間」でございますが、平成21年７月25日から９月27日までとなっております。 

 「展示内容」は、郷土と天文の博物館でボランティア活動をしている 飾探検団が、平成11

年の結成以来、 飾の街歩きを行い、各地域の近・現代の建物について調査活動を行ってまい

りました。今回の特別展では、活動から10年目を迎えた「 飾探検団」の活動成果をもとに、

 飾の近・現代の建物などを取り上げ、建物から見た景観的特徴や建物で営まれている暮らし

の風景を展示します。 

 「展示の構成」としましては、①かつしか建物史、②住まいの建物とその風景、③商いの建

物とその風景、④飲食の建物とその風景、⑤集いの建物とその風景、⑥ものづくりの建物とそ

の風景、⑦災害と建物、⑧街角スケッチとなっておりますが、今回の特色としては五感に訴え

た展示。例えば昔の町の工場の音とかを流したり、あと、におい。においを展示するというの
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は非常に珍しい例で、今、においのポンプをどの程度流せばいいのか調整をしているので、最

終的にはまだ完全になっているわけではないのですけれども、例えば昔は川魚の料理のお店が

多かったので、うなぎ屋さんのにおいとか、もつ焼き屋さん、煮込み屋さんのにおい、混ざっ

たりしないように調節しながら、自分でかぎたいときにポンプで少し流せるような形で、五感

に訴える展示をしていきたいというふうに思っております。 

 あと、今回添付させていただきました「博物館だより」に解説といいますか写真が載ってお

りますので、こういう街並みの記録を展示していくのだなというイメージが少しわかりやすい

かと思いますので、後ほどご参照ください。 

 そのほかの関連イベントとしては、記念講演や「かつしかの街」案内ツアー、街角スケッチ

教室、フォーラム、ワークショップ、ギャラリートークなどを考えております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまの説明についてご質問等ございますか。 

 面田委員。 

○面田委員 五感で感じる展示、ユニークだなと思いながら、子どもたちを連れていったらき

っと大喜びだろうななんてふと思いました。ちょうど夏休み期間中ですので、子どもたちも訪

れることがあると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、今回、この「博物館だより」をぱっと見たときに、今までのもとてもきれいでよ

かったのですが、今回は引きつけられるものがある、それは自分たちの生活とつながっている

部分を発見できるのと、これをつくった人たちの「いらっしゃい」というのがにじみ出ている

からよかったのか、すごく興味を持って近しく見ることができました。ぜひ行ってみたいなと

思いました。 

 10年間も 飾探検団というのはやっているわけなのですね。そのメンバーの方というのは、

10年間の中だとやはり入れ替わったり、それを指導する方などもいろいろ変わったのかななど

と思うのですが、そのあたりは、もしわかっていたら教えていただきたいのですが。 

○委員長 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 10年近くずっと活動されているボランティアの方もいらっしゃいますし、毎

年募集をかけていますので、新たに加わっている参加者の方もいらっしゃいます。指導といい

ますか、学芸員が一緒について研究をやっておりますので、場合によっては外部の講師を招い

たりすることもあるのですけれども、ふだんの日常的な活動は学芸員が中心となってやってお

ります。 

○委員長 面田委員。 

○面田委員 この探検団は何名ぐらいの方なのですか。 

○生涯学習課長 今、正確な数字が……。 



－30－ 

○面田委員 正確でなくて構いません。 

○委員長 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 今、手元に正確な数字はないのですけれども、基本的には、申し込み時、20

人ぐらい申し込んでおりますので、その前後の人数でやっているかと思われます。 

○面田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○委員長 ほかに質問等ございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、次に移ります。 

 次に、報告事項等12「平成20年度 飾区体育施設事業報告について」をご報告願います。 

 生涯スポーツ課長。 

○生涯スポーツ課長 報告事項等12「平成20年度 飾区体育施設事業報告について」を報告い

たします。 

 ページをおめくりいただきまして、１ページ目は「スポーツ事業」のうちの「生涯スポーツ

課実施分」として記載してございます。（１）の「スポーツ教室事業」は２ページに内訳を記載

してございます。以下、（２）「スポーツ指導員養成事業」から「区民スポーツ大会」「区民体育

大会」「区民スポーツイベント」「地域スポーツ活動推進事業」と記載してございます。（３）「区

民スポーツ大会」は参加者合計5,000人ほど減ということになっておりますけれども、こちらは

開会式当日が雨となってございました。その結果でございます。 

 おめくりいただきまして、３ページ、地域スポーツクラブの設立・育成事業の実績を掲載し

てございます。第１号モデル地区こやのエンジョイくらぶにつきましては、現在、13種目、177

人ということで年度末の数値の報告となっております。５月現在では、199人の会員数というこ

とで集計ができているところでございます。第２号モデル地区となりますオール水元地域では、

啓発活動、説明会、研修会などを開催し、今年度中に設立をしたいということで、地域の皆さ

んとともに準備を進めております。 

 おめくりいただきまして、４ページからは指定管理者実施分の集計を記載してございます。

②「一般開放事業」は、欄外記載のとおり、エイトホール、水元体育館がそれぞれ工事のため

２カ月休館したための減ということで載ってございます。 

 ５ページから７ページはコース事業内訳を記載してございます。７ページの合計にあります

とおり、参加人数では181人の減となりました。指定管理者の独自イベント事業は８ページから

10ページに一覧として記載してございます。10ページ記載のとおり、103回、2,101名の参加を

いただいたということになっております。 

 11ページが施設の利用状況となってございます。利用の総合計では、改修工事で休館してお

りましたので、個人利用数が3,085人の減となっておりますが、貸切利用率が伸びております。
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前年度に比較いたしますと、約６万人の増ということでまとまってございます。 

 12ページから14ページが年末年始のスポーツ施設開場による実績として、貸切、個人利用と

ともに伸びたという数字でまとまっております。 

 15ページでございます。施設利用料集計表を記載しております。右端にありますとおり、年

度の総合計２億6,296万3,365円ということで利用料のほうがまとまったものでございます。 

 16ページが施設の維持管理の一覧となってございます。大きいところでは、１の「体育館大

規模改修工事」、あるいは５の「陸上競技場トラック全天候化等工事」などを行っております。 

 17ページの（２）には、指定管理者が行いました修繕の一覧ということで内訳を記載してご

ざいます。 

 18ページをごらんください。指定管理者の収支の状況です。今年度、企業会計に見られる損

益計算書のスタイルでまとめてございます。上段が収入となります売上高の欄となってござい

ます。最下段にありますとおり、経常損益では、維持管理業務が517万円のマイナス、自主事業

では1,333万円のプラス、右の合計欄で816万5,663円という収支決算となってございます。 

 19ページをごらんください。中段のオでございます。21年度からの協定で実施を予定してい

ました外部機関による第三者評価について記載してございます。財団法人日本体育施設協会の

実施する指定管理者の総合評価で、格付けＡランク、９段階評価で上から３番目ということで

認定をいただいたところでございます。今年度から実施する予定でしたが、先駆けて20年度か

ら既に実施をいたしましたところ、このような結果になったものでございます。 

 （３）は、指定管理者との連携、（４）は、運営状況について評価する事項を記載してござい

ます。健康体力相談事業の拡大、あるいはスポーツコースでは子ども向けプログラム、単発事

業の充実を図ってまいったというところでございます。 

 21ページ、（５）に記載のとおり、指定管理者業務はことしから２期目に入り、５年間の期間

となったところでございます。指定管理者のノウハウも生かされ、良好な成績を上げていると

認識しておりますので、さらに区民の要望にこたえていけるよう、適切な事業の展開を求めて

いくものであります。 

 22ページ以降は、指定管理業務の第１期目となる３年間の状況をまとめてございます。後ほ

どごらんいただければと思います。なお、現在、指定管理者制度の適正管理のために、全庁統

一した決算、財務報告等について、来年度を目途に実施するよう、政策経営部経営管理課と調

整をいたしまして、全庁的に報告をしていけるような調整を行っているところでございます。

報告は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 質問等はございませんか。 

 遠藤委員。 
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○遠藤委員 実は数年前になりますが、韓国のスポーツ団体、スポーツ関係者との交流があり

まして、韓国に行ったときに、韓国のスポーツ関係の方が大変嘆いていたことを今思い出しま

した。と申しますのは、韓国のことなのですが、「我が国のスポーツというのは、世界的に華々

しく活躍するときもあるけれども、長続きしない。どうしてなのだろうか」という問題意識を

持っておりました。これは、韓国の方々の分析なのですが、「日本を学びたい」ということをお

っしゃっておりました。どういうことを学びたいのかというと、「日本はすそ野が大変広い。世

界で活躍する方々も長続きしている。マラソンにしても、バレーにしても、サッカーにしまし

ても、野球にしましても長続きしている。それはなぜなのだろうか。やはりすそ野が広い。そ

のすそ野がしっかりしているからこうして長続きするのではないだろうか」ということで、数

年前でありますが、韓国のメディアが日本を取材しまして、その点を韓国のメディアに流した

そうであります。そういう観点で、これまでやっている私たちの事業というのは大変重要な事

業であるのではないかと思いますが、その点からの認識をお持ちでありますかどうか。大変僭

越な言い方なのですが、ちょっと教えていただければと思います。 

○委員長 生涯スポーツ課長。 

○生涯スポーツ課長 まさにすそ野部分というのは非常に重要なことだということで認識して

ございます。そういった面も含めまして、先ほど申し上げました３ページの記載にありますと

おり、地域スポーツクラブという事業にも現在力を入れているところでございます。また、こ

ちらには数字としては具体的に載せてございませんが、現在、区内にございます体育協会、こ

ちら37団体ございます。こちらについても、大会だけでなく、新しく子どもたちの育成などに

も力を入れていただけるように現在指導をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長 教育長。 

○教育長 今の質問の関連でございますけれども、なぜ日本はスポーツのすそ野が広いのかと

いうことです。この間、何かの新聞でちょっと見たのですけれども、やはり中国でも韓国と同

じような傾向があって、卓球は結構庶民的なスポーツらしいのですが、それ以外のスポーツと

いうのはほとんどやられていないということらしいのです。なぜ日本はそれだけすそ野が広い

のか、その大きな原因は部活動にあるということです。諸外国では、学校でこういうスポーツ

活動をやっている国はほとんどありません。日本はちょうど伸び盛りの子どもたちに部活動を

一生懸命やらせています。これが非常に大きいというようなことを新聞で読んだ記憶がござい

ます。確かにそのとおりだと思いまして、なるほどと思ったところです。 

  飾区では、部活動に力を入れていこうということで、教育振興ビジョンにも位置づけてお

りますので、ぜひ積極的にやっていきたいなと思っているところでございます。 

 以上です。 
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○委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 では、委員長の私からですけれども、体育協会や中学校体育連盟にかかわっている

ので３点申し上げます。 

 この資料全体を読んで、指定管理者制度になって順調に進んでいるなというのが感想です。

特にことしは大きな工事があったにもかかわらず、利用者が増えているということ、それから、

損益を見ましてもプラスになっているというところにあらわれていると思います。今後もよろ

しくお願いします。 

 ２点目ですけれども、ことし陸上競技場の工事で使えない部分があって減少したのですけれ

ども、リニューアルしました後は、私も競技場に行きましたが、たくさんの大学生や高校生、

今までには来なかった有名な大学や高校も来て練習するようになり、区内の中学生も多数使っ

ております。リニューアルされてよかったなと思います。今後は、競技会やスポーツ教室等で

もっと活用していけたらなと話しています。 

 ３点目です。まだ記憶にあるところですけれども、プールの事故で排水溝に吸い込まれて死

亡事故が発生したり、器具の劣化で事故があったり、利用者の注意・不注意等での事故が新聞

誌上等にありますので、もう一度原点に戻って、安全点検や安全指導を徹底して、事故のない

ようにやっていただけたらいいなと思います。 

 以上です。 

○委員長 生涯スポーツ課長。 

○生涯スポーツ課長 ご指摘いただきましてありがとうございます。指定管理者制度につきま

しては、設備の整備という部分もうちのほうで十分に調整して進めてまいりたいと考えている

ところでございます。特に陸上に関しましては、先ほどの、工事中に会場を閉めておりました

ことについては、対前年度、多いときですと５倍程度のご利用をいただいたりしております。

平均でも利用者数では2.5倍以上になっているところでございますので、今後もご指摘のとおり、

機会をとらえて、教室、あるいは協議会といったものを開いたりしながら、十分に活用してい

ければというふうに考えております。また、プールを含めまして、体育施設を運営する上では、

安全面というのは欠かせない重要なポイントでございます。今後も十分注意して、区民の皆さ

んに安全にご利用いただけるように進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長 よろしくお願いします。 

 面田委員。 

○面田委員 19ページのこの認定証、すばらしいですよね。外部機関による第三者評価ですよ

ね。上から３番目、すごいなと思いながら見ました。これに恥じないようにという言葉は変か
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な。これに見合うように中身も充実して進んでいくことを期待しています。よろしくお願いし

ます。 

○委員長 生涯スポーツ課長。 

○生涯スポーツ課長 ありがとうございます。ただ、上にはまだダブルＡ、トリプルＡという

のがございますので、今後よく伸びるように努力してまいりたいと思います。 

○面田委員 よろしくお願いします。 

○委員長 ほかにございませんか。 

 それでは、以上で報告事項を終了いたします。 

 ここで、教育委員の皆さんより発言がありましたら、お願いします。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 ないようですので、続いて、「その他」の事項に入ります。 

 庶務課長、一括してご説明をお願いします。 

○庶務課長 それでは、「その他」の１「資料配付」でございますが、一つ目は、先ほども報告

事項の中にございましたけれども、「博物館だより」の第95号の中には「かつしか街歩きアーカ

イブス」を写真入りでご紹介しておりますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 それから、資料配付の二つ目でございますが、図書館が薦める図書を紹介した冊子をお配り

してございます。小学生向けが「むぎわらぼうし」というタイトルでございます。中学生向け

が「Ｄｏｇ ｅａｒｓ(ドッグイアーズ)」というものになってございますので、後ほどごらん

おきくださいませ。 

 出席依頼でございますが、今回はございません。 

 それから、３「次回以降教育委員会予定」でございます。９月までのものを記載してござい

ますので、改めてスケジュール日程のご確認をお願い申し上げたいと思います。 

 なお、本日は、この後、東金町小学校の特別支援学級の視察等を行ってまいる予定でござい

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、以上をもちまして、平成21年教育委員会第７回定例会を閉会といたしま

す。ありがとうございました。 

終了時刻１１時５０分 

 

 

 


